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食品の安全・安心の多様化・複雑化食品の安全・安心の多様化・複雑化

①利便性の追求
・新規農薬の開発

・添加物やバイオ技術の応用

・食のグローバル化による輸入食品の増加

②新たな危害要因
・人獣共通感染症からヒトへの感染

（ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザなどからの感染）

・変異あるいは常在菌による食中毒の発生（０１５７、カ

ンピロバクターなど）

③分析技術の向上
・検出感度が上昇し、「ゼロ残留」が非現実的に



人の健康に及ぼす影響の大きさ（程度と発
生確率）を、客観・中立・科学的にとらえ、情
報交換し、その大きさに応じた対応を行う。

リスク分析の導入リスク分析の導入

1)食中毒等の未然防止体制の強
化
2)科学に基づく行政
3)政策決定過程の透明化
4)消費者への正確な情報提供
5)食品安全規制の国際的整合性
の確保等



リスクコミュニケーションリスクコミュニケーション
リスクに関する情報及び意見の相互交換
例：意見交換会の開催、パブリックコメント手続の実施

リスク評価リスク評価 ((科学ベース科学ベース))
内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会

食品を摂取することにより人の健康
に及ぼす影響について科学的に評価
すること

例：農薬の安全性評価
一日摂取許容量
（○○mg/kg体重/日）の設定等

リスク管理リスク管理((政策ベース政策ベース))
厚生労働省、農林水産省等厚生労働省、農林水産省等

リスク評価結果に基づき、国民の食生
活の状況等を考慮し、基準の設定や規
制の実施等の行政的対応を行うこと
（緊急暫定的な対応を含む）

例：農薬の残留基準の設定
米の中の残留基準○○ppm以下
に設定等

リスクリスク 健康への悪影響が生ずる確率と影響の程度健康への悪影響が生ずる確率と影響の程度
リスク分析リスク分析 健康への悪影響の発生を防止又は抑制する科学的手法健康への悪影響の発生を防止又は抑制する科学的手法

リスク分析のポイントリスク分析のポイント



内内 閣閣 府府

食品安全担当大臣食品安全担当大臣

厚生労働省厚生労働省

○○食品衛生に関するリスク管理食品衛生に関するリスク管理

・添加物指定・農薬等の残留基準や食品・添加物指定・農薬等の残留基準や食品
加工・製造基準等の策定加工・製造基準等の策定
・食品の製造、流通、販売等に係る監視・食品の製造、流通、販売等に係る監視
指導を通じた食品の安全性確保指導を通じた食品の安全性確保
・リスクコミュニケーションの実施・リスクコミュニケーションの実施

農林水産省農林水産省

○○農林水産物等に関するリスク管理農林水産物等に関するリスク管理

・生産資材の安全性確保や規制等・生産資材の安全性確保や規制等
・農林水産物等の生産、流通及び消費の・農林水産物等の生産、流通及び消費の
改善活動を通じた安全性確保改善活動を通じた安全性確保
・リスクコミュニケーションの実施・リスクコミュニケーションの実施

食品安全委員会食品安全委員会

・リスク評価（食品健康影響評価）・リスク評価（食品健康影響評価）
・リスクコミュニケーションの実施・リスクコミュニケーションの実施
・緊急の事態への対応・緊急の事態への対応

評価結果の通知、勧告評価結果の通知、勧告

諸外国・諸外国・
国際機関等国際機関等

情報収集・交換

評価結果の通知、勧告評価結果の通知、勧告

消消 費費 者者 ・・ 事事 業業 者者 等等

評価の要請評価の要請 評価の要請評価の要請

リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンリ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
関係者相互間の関係者相互間の幅広い幅広い情報や意見の交換情報や意見の交換

その他関係行政機関その他関係行政機関その他関係行政機関

新たな食品安全行政



食品安全委員会の構成食品安全委員会の構成
（委員：７名、（委員：７名、専門委員：１７１名専門委員：１７１名））

食品安全委員会
企画

リスクコミュニケーション

緊急時対応

＜評価チーム＞

化学物質系評価グループ

（添加物、農薬、動物用医薬品、器具・容器包装、

化学物質、汚染物質等）

生物系評価グループ

（微生物、ウイルス、プリオン、かび毒・自然毒等）

新食品等評価グループ

（遺伝子組換え食品等、新開発食品、肥料・飼料等）

委員長 寺田雅昭
委員長代理 寺尾允男

小泉直子、見上彪、
坂本元子、中村靖彦、本間清一



食品安全委員会の役割食品安全委員会の役割

１．食品健康影響評価（リスク評価）１．食品健康影響評価（リスク評価）

食品安全委員会の第一義的な役割は、 「リスク

評価」を行うことです。食を介して入ってくる可能
性のある化学物質や微生物等の要因について、

その健康に及ぼす悪影響のリスクを、科学的
な知見に基づいて客観的かつ中立公正
に評価 します。

リスク評価の結果に基づき、必要がある場合に
は、講ずべき施策について勧告を行うことができ
ます。



２．リスクコミュニケーションの実施２．リスクコミュニケーションの実施

リスク評価の内容等に関して、消費者、食品関
連事業者など関係者相互間における幅広い情
報や意見の交換、すなわちリスクコミュニケー
ションを、意見交換会の開催、ホームページ等を
通じて行います。

３．緊急の事態への対応３．緊急の事態への対応

緊急時において、政府全体として危害の拡大や緊急時において、政府全体として危害の拡大や
再発防止に迅速かつ適切に対応するため、国再発防止に迅速かつ適切に対応するため、国
の内外からの情報により、事態を早急に把握し、の内外からの情報により、事態を早急に把握し、
関係各省への迅速な対応の要請や国民に理解関係各省への迅速な対応の要請や国民に理解
しやすい情報の提供等を行います。しやすい情報の提供等を行います。



食品健康影響評価の実施状況食品健康影響評価の実施状況
((平成平成1616年７月５日現在）年７月５日現在）

９０９０２９６２９６合計合計

４４７７その他その他

５５５５プリオンプリオン

５５７７肥料・飼料等肥料・飼料等

３３１３１３遺伝子組換え食品等遺伝子組換え食品等

１１１１１７１７動物用医薬品動物用医薬品

２０２０３２３２添加物添加物

２４２４４６４６新開発食品等新開発食品等

００４９４９汚染物質汚染物質

１８１８１２０１２０農薬農薬

うち評価終了うち評価終了既要請品目既要請品目専門調査会名専門調査会名



リスクコミュニケーションの取組リスクコミュニケーションの取組
・原則公開による委員会会合原則公開による委員会会合、議事録等のホー
ムページへの掲載

・食品健康影響評価等に関する食品健康影響評価等に関する国民一般からの
意見・情報の募集意見・情報の募集（７月５日までに計４１件の募集を実施
又は実施中）

・食の安全に関する意見交換会等の開催意見交換会等の開催
（関係行政機関等と連携又は委員会単独で７月５日までに計

４８回実施）

・「食の安全ダイヤル食の安全ダイヤル」の設置（０３-５２５１-９２２０・
９２２１）



食の安全に関するリスクコミュニケーションの食の安全に関するリスクコミュニケーションの
現状と課題現状と課題

食品安全基本法制定前食品安全基本法制定前
・行政機関の間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足
・専門家と行政の間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足
・行政機関の正確な情報開示と透明性の確保が不十分
・正確で分かりやすい報道の不足
・消費者の理解を深めるための支援の不足
・関係者間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足

今後の取組と活動の方向今後の取組と活動の方向
・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専門調査会ﾒﾝﾊﾞｰの意見交換会等への積極
的な参加や助言
・消費者などの関係者との随時、直接の意見交換の実施
・関係者の間で意見の違いが大きい又は理解が不足している
案件について、ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを計画的に実施
・迅速なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを行うためのシステムの開発等
・いわゆる「風評被害」の原因究明と防止の方法の開発
・国際的なﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの推進



食品安全健康評価のポイント食品安全健康評価のポイント

食品中のリスクはゼロではない

分析技術が発達すれば、ほとん
どの有害物質を検出できる



食品健康影響評価の例（農薬）食品健康影響評価の例（農薬）

毒性試験：急性毒性試
験・反復投与毒性試
験・発がん性試験・変
異原性試験・催奇形性
試験・体内動態試験等

１ 実験動物等を用いた毒性試験

無毒性量（No-Observed Adverse Effect 
Level <NOAEL>）の設定
毒性試験の結果に基づき定められる有害
な作用を示さない物質の最大量

食
品
健
康
影
響
評
価



（続き）（続き）

２ 一日摂取許容量（ADＩ）の設定 単位： mg / kg体重 / 日

ADI (Acceptable Daily Ｉntake)

認められるような健康上のリスクを伴わずに、人が生涯に
わたって毎日摂取することができる体重１kgあたりの量

1日摂取許容量（ADI）＝無毒性量 / 安全係数

安全係数：種差・個人差を考慮するための数値、通常は１００

３ 想定される摂取量がADIを超えないように使用基準を設定

農薬の有効性についての評価が別途必要。

例：アセキノシル（殺虫剤）の残留基準：

ナスの場合には、１ｐｐｍ

食
品
健
康
影
響
評
価

行
政
的
対
応



曝露量と生体影響の関係
生
体
影
響

非可逆的

影響量

致 死 量

可逆的

影響量

無毒性量 曝露量

ADI（最大無作用量の100分の1）

最大無作用量

実際の使用レベル



ふぐの毒性ふぐの毒性

最も美味とされているとらふぐは、主に
肝臓、卵巣、腸に猛毒のテトロドトキシン
が存在しているが、皮、白子、筋肉にも
微量の毒が含まれている。人は経験上、
普通に食べる量では中毒死しないと理
解して食している。



英国におけるＢＳＥとｖＣＪＤ英国におけるＢＳＥとｖＣＪＤ
発生比較発生比較
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ＢＳＥ発生モデルＢＳＥ発生モデル ＢＳＥ発生件数ＢＳＥ発生件数

ｖＣＪＤによる死亡数ｖＣＪＤによる死亡数

肉骨粉の反すう動物への給与禁止肉骨粉の反すう動物への給与禁止

牛の脳、脊髄、腸等の臓器を食用禁止牛の脳、脊髄、腸等の臓器を食用禁止

機械回収肉（ＭＲＭ）の禁止機械回収肉（ＭＲＭ）の禁止
ＯＴＭルールＯＴＭルール
（３０ヶ月齢超の牛を食用に供しない）適用（３０ヶ月齢超の牛を食用に供しない）適用

出典： ＢＳＥ発生モデル、発生件数 Maura N.Ricketts(Efforts and needs for global control of BSE and vCJD,2002)

vCJDによる死亡数 Nick Andrews(Eurosurveillance Weekly Vol.8,Issue6,2004)



ＢＳＥ感染牛の危険部位66.7%脳

（三叉神経節を含む）

扁桃

せき髄

回腸遠位部

25.6%

＊小腸 3.3%
（小腸のうち最後の２ｍ程度）

脳、脊髄だけ
で、９２．３％

3.8%背根神経節

（せき柱に含まれる）

0.04%眼



BSEBSEのヒトへの影響のヒトへの影響

● BSEは牛の病気である

→人には感染しにくい（種の感受性の違い）

● BSEは人為的に発生した疾患

→原因を断てば終息していく

● 肉骨粉を牛が食べて起こった病気

→飼料に肉骨粉を混ぜなければ起こらない



分析感度の単位分析感度の単位

１／１０００ １／１０００ １／１０００ １／１０００

1ｇ 1 mg 1μg 1 ng 1 pg

1 0/00 ppm ppb ppt

1 千分の１ 百万分の１ １０億分の１ １兆分の１



IHC
マウス

ELISAELISA法法
による検出による検出

空胞の空胞の
検出検出病病

原原
体体
濃濃
度度

発症発症

最大６か月最大６か月

BSEBSE検査と発病時期の関係検査と発病時期の関係

平均潜伏期間：２平均潜伏期間：２～～８年（平均５年）８年（平均５年）
感染感染

参考：OIE名誉顧問小澤氏講演スライド



BSEBSE感染から発症まで感染から発症まで

BSE発症牛平均潜伏期間：２～８年（平均５年）子牛の時に
感染

感染していても検査で陰性となる期間
脳幹中の
BSE病原体
を検出可能

おそらく
約 ６ヶ月間

生存期間



BSE牛の生年月日

平成 ７ １０ １１ １２ １３ １４８ ９

飼料給与禁止

８例目

１例目

３例目
７例目

４例目

１１例目
通達

２例目

９例目

６例目

５例目

１０例目



アジアにおける鳥インフルエンザ発生状況 （2003年12月以降2004年 3月17日現在）

中国（2004年1月～）

49戸の養鶏場（アヒル農場を含む）
で発生し、鶏計約13万羽が死亡、
約796万羽を処分。

インドネシア（2004年1月～）

127戸の養鶏場で発生し、鶏約470
万羽が死亡。

10戸の養鶏場で発生し、鶏計3300
羽が死亡。

タイ（2004年1月～）

156戸の養鶏場（ｱﾋﾙ農場を含む）
で発生し、鶏及びｱﾋﾙ等計約2750
万羽を処分。12人の感染者中8名
が死亡。

パキスタン（2004年1月～）

3戸の養鶏場で発生し、鶏計１２０万
羽が死亡、計約５０万羽を処分。

ラオス（2004年1月～）

１戸の養鶏場で発生し、鶏計約２７
００羽が死亡、約３００羽を処分。

ベトナム（2003年1月～）

1282戸の養鶏場等で発生し、
鶏等約660万羽を処分。 23
人の感染者中15人が死亡。

台湾（2004年1月～）

2戸の養鶏場で発生。

韓国（2003年12月～）

16戸の養鶏場（アヒル農場
を含む）で発生し、鶏及びア
ヒル等計約5万7千羽が死亡、
約29万羽を処分。

日本（2004年1月～）

山口県阿東町の養鶏場1戸
で鶏約1万4千羽が死亡、3
万4千羽以上を廃棄処分。大
分県でチャボ７羽が死亡。京
都府丹波町の養鶏場1戸で
鶏約6万7500羽が死亡。

カンボジア（2004年1月～）



渡り鳥が鳥インフルエンザウィルスを運ぶのか

シベリア

アラスカ

中国南部

カモの営巣地

カモの営巣地

カモ アヒル 人豚



鳥インフルエンザウィルスの人への感染
ー新型ウィルスの出現の仕組みー

Ａトリ ヒト （受容体－）

○生きた感染鶏と密接な接触

○新型ウィルスが作られる確率：極めて低い

○人型ウィルスには変異していない

Ｂトリ、ヒト ブタ （受容体＋）

○新型ウィルスが作られる確率：低い

○新型ウィルスが人に感染する確率：低い

○豚からは分離されたが、人型変異はなし



鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方鶏肉・鶏卵の安全性に関する食品安全委員会の考え方

鶏肉・鶏卵は「安全」と考えます。鶏肉・鶏卵は「安全」と考えます。

○ 万が一、食品に鳥インフルエンザウイルスがついたとしても、現
在のところ、以下の理由から、鶏肉や鶏卵を食べることによってヒ
トが感染することは考えられません。

・ 酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられること

・ ヒトの細胞に入り込むための受容体は、トリのものとは異なること

・ 通常の調理温度で容易に死滅するので、加熱すればさらに安全

○ 実際、鳥インフルエンザが、これまで、鶏肉や鶏卵を食べることによって、ヒトに感
染した例は、世界的に報告はありません。（海外でヒトが感染した例は、病鳥と密
接に接触したヒトがごくまれに呼吸器を通じてウイルスが細胞に入り込んで感染し
たものと考えられています）



我が国の病因物質別食我が国の病因物質別食中毒発生状況中毒発生状況
（平成（平成1515年、速報値）年、速報値）

腸管出血性大腸菌O157

クサフグ

細菌 1,109件 16,536人
（死者1名）

ウイルス 282件 10,703人

化学物質 8件 218人

自然毒 112件 308人
（死者 5名)

毎年、米国では食品が媒介す
る病原体によって推定330～
1,230万人が発病し、その死亡
件数は3,900人に及ぶ。(WHO) ドクツルタケ



腸管出血性大腸菌腸管出血性大腸菌O157:H7O157:H7によるによる
食中毒について食中毒について

本本食中毒は、食中毒は、赤痢菌の毒素と類似の毒素を産生する赤痢菌の毒素と類似の毒素を産生する
血清型血清型O157:H7O157:H7のの大腸大腸菌による食中毒で菌による食中毒ですす。腹痛、出。腹痛、出

血を伴う水様性の下痢などを発症血を伴う水様性の下痢などを発症しますします。重症化し、死。重症化し、死
に至ることもあに至ることもありますります。。

＜過去の原因食品＞
日本：井戸水、焼肉、牛レバー、
かいわれ大根など

欧米：ハンバーガー、ロースト
ビーフ、アップルサイダーなど 腸管出血性大腸菌

O157:H7
(撮影（独）食品総合研究所）



腸管出血性大腸菌の月別検出状況腸管出血性大腸菌の月別検出状況

（国立感染症研究所病原微生物検出情報）（国立感染症研究所病原微生物検出情報）
注：注：O157:HO157:H７以外の腸管出血性大腸菌も含む、病院等で確認された腸管出血性大腸菌すべ７以外の腸管出血性大腸菌も含む、病院等で確認された腸管出血性大腸菌すべ

ての検出数ての検出数

検検
出出
数数



腸管出血性大腸菌Ｏ腸管出血性大腸菌Ｏ157:H7157:H7対策対策

Ｏ157はサルモネラや腸炎ビブリオなどの食中毒菌と同
様、加熱や消毒薬により死滅。

通常の食中毒対策を確実に実施することで十分に予防
可能。

食中毒予防の6つのポイントを確実に実行。
ポイント１ポイント１ 食品の購入食品の購入 （新鮮な物、消費期限を確認して購入する等）（新鮮な物、消費期限を確認して購入する等）

ポイント２ポイント２ 家庭での保存家庭での保存 （持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保存する等）（持ち帰ったらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に保存する等）
ポイント３ポイント３ 下調理下調理 （手を洗う、きれいな調理器具を使う等）（手を洗う、きれいな調理器具を使う等）
ポイント４ポイント４ 調理調理 （手を洗う、十分に加熱する（（手を洗う、十分に加熱する（7575℃℃、、11分以上）等）分以上）等）

ポイント５ポイント５ 食事食事 （手を洗う、室温に長く放置しない等）（手を洗う、室温に長く放置しない等）
ポイント６ポイント６ 残った食品残った食品 （きれいな器具容器で保存する、再加熱する等）（きれいな器具容器で保存する、再加熱する等）



シンフィツム（いわゆるコンフリー）及びシンフィツム（いわゆるコンフリー）及び
これを含む食品これを含む食品

・ｺﾝﾌﾘｰが原因と考えられるﾋﾄの・ｺﾝﾌﾘｰが原因と考えられるﾋﾄの肝肝
静脈閉塞性疾患等の健康被害例に静脈閉塞性疾患等の健康被害例に
ついて海外で多数報告ついて海外で多数報告がある。がある。
・・日本でも日本でも、ｺﾝﾌﾘｰを使用した健康、ｺﾝﾌﾘｰを使用した健康
食品等がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使って販売さ食品等がｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使って販売さ
れ、また家庭菜園等で栽培されていれ、また家庭菜園等で栽培されてい
るとの情報もあり、こうした健康食品るとの情報もあり、こうした健康食品
ややｺﾝﾌﾘｰを食べてｺﾝﾌﾘｰを食べて健康被害が生じ健康被害が生じ
る可能性も否定できないる可能性も否定できない。。
→→ 広く国民一般に対し、ｺﾝﾌﾘｰ広く国民一般に対し、ｺﾝﾌﾘｰ をを
接食することのﾘｽｸについて注意喚接食することのﾘｽｸについて注意喚
起するなど起するなど適切なﾘｽｸ管理措置を適切なﾘｽｸ管理措置を
講じるべき講じるべきである旨、厚生労働大臣である旨、厚生労働大臣
に通知（平成に通知（平成1616年年66月月1717日付け）日付け）

※※ ｺﾝﾌﾘｰのﾋﾄに対する健ｺﾝﾌﾘｰのﾋﾄに対する健
康影響は、ｺﾝﾌﾘｰに含まれ康影響は、ｺﾝﾌﾘｰに含まれ
るるﾋﾟﾛﾘｼﾞｼﾞﾝｱﾙｶﾛｲﾄﾞﾋﾟﾛﾘｼﾞｼﾞﾝｱﾙｶﾛｲﾄﾞの作の作
用によるものと考えられ用によるものと考えられ
ている。ている。



食品安全委員会が自ら食品健康影響評価食品安全委員会が自ら食品健康影響評価
を行う案件の候補を行う案件の候補

食中毒の原因菌であるリステリア

Ｑ熱の原因菌

食品に含まれるトランス脂肪酸

（冠状動脈疾患との関係）

牛等の成長促進剤として使用される性ホ
ルモン

（プロゲステロン、安息香酸エストラジオール）

放射線照射食品

アルコール飲料の妊婦及び胎児への影響



食品安全委員会の今後の運営食品安全委員会の今後の運営

食品健康影響評価食品健康影響評価
・危害要因ごとの食品健康影響評価に関するガイドラインの作成・危害要因ごとの食品健康影響評価に関するガイドラインの作成

・委員会自らの判断により食品健康影響評価を行うべき対象の点検・検討・委員会自らの判断により食品健康影響評価を行うべき対象の点検・検討

・リスク管理機関から食品健康影響評価を求められている案件の処理・リスク管理機関から食品健康影響評価を求められている案件の処理

・食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査・食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査

リスクコミュニケーションリスクコミュニケーション
・計画的な意見交換会の開催・計画的な意見交換会の開催

・情報の提供・相談等の実施・情報の提供・相談等の実施

緊急の事態への対処緊急の事態への対処
・危害要因ごとの個別マニュアルの策定危害要因ごとの個別マニュアルの策定

その他その他
危害情報等のデータベース化、食品の安全性の確保に関する調査の実施等危害情報等のデータベース化、食品の安全性の確保に関する調査の実施等
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